
 
 

 

 

 

 

 

 

土岐市新型インフルエンザ等対策行動計画の概要  



 
 

１ 計画策定の背景 

 新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、世界的な大流行となり、大きな健康被害とこれに伴う社

会的影響をもたらすことが懸念されている。 

平成 25 年 4 月 13 日には、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）が施行され、新型インフルエン

ザやこれと同等の社会的影響をもたらす新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす

影響が最小となるようにするため、国全体として万全の態勢を整備する必要がある。 

本市では特措法等に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備え本市全体の態勢を整備するため、土岐市新型インフルエンザ

等対策行動計画を定める。 

 

２ 対策の目的 
①感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命 

及び健康を保護する。 

②市民生活及び経済に及ぼす影響が最小とな 
るようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策の効果 概念図 

 

３ 被害想定 

 

項目 市内 県内 

流行期間 約 8 週間 

患者（人口の 25％） 約 15,300 人 約 52 万人 

受診者数 約 5,900 人～約 11,800 人 約 20万人～約40万人 

中等度 

※１ 

入院患者 約 250 人 約 8,600 人 

死亡者数 約 80 人 約 2,800 人 

重度 

※２ 

入院患者 約 960 人 約 32,500 人 

死亡者数 約 310 人 約 10,400 人 

従業員の欠勤率の想定 最大 40％程度 

※１：アジアインフルエンザ並み（致命率 0.53％） 
 ※２：スペインインフルエンザ並み（致命率 2.0％） 



 
 

４ 発生段階 

新型インフルエンザ等対策は、感染の段階に応じて採るべき対応が異なることから、事前の準備を進め、状況の変化に即応し

た意思決定を迅速に行うことができるよう、県と同様に５つの発生段階に分類した。 
 

発生段階 流行状態 

未発生期 新型インフルエンザ等が発生して

いない状態 

県内未発生期 

海外又は国内のいずれかの都道府

県で新型インフルエンザ等の患者

が発生しているが、岐阜県内では

発生していない状態で新型インフ

ルエンザ等が発生した状態 

県内発生早期 

岐阜県内で新型インフルエンザ等

の患者は発生しているが、全ての

患者の接触歴を疫学調査で追える

状態 

県内感染期 
岐阜県内で新型インフルエンザ等

患者の接触歴が疫学調査で追えな

くなった状態 

小康期 
新型インフルエンザ等患者の発生

が減少し、低い水準でとどまって

いる状態 
 

国及び地域（都道府県）における発生状況 



 
 

５ 発生段階ごとの対策の概要 

 未発生期 県内未発生期 県内発生早期 県内感染期 小康期 

対策の目的 

・体制の整備 

・発生の早期確認 

・県内発生の遅延と早期

発見 

・県内発生に備えて体制

の整備 

・県内での感染拡大をで

きる限り抑える 

・適切な医療の提供 

・感染拡大に備えた体制

の整備 

・医療体制の維持 

・健康被害を最小限に抑

える 

・市民の生活及び経済へ

の影響を最小限に抑

える 

・市民の生活及び経済の

回復を図り、流行の第

二波に備える 

実施体制 

・行動計画等の作成 

・関係機関との連携強化 

・対策本部の設置 

・体制強化 

 

・対策本部の継続 

・基本的対処方針などの

決定 

 

・対策本部の継続 

・市行動計画による必要

な対策の実施 

・対策本部の廃止 

・体制・措置の縮小等 

・対策の評価、見直し 

サ ー ベイ ラン

ス・情報収集 

・情報の収集  
 

・情報の収集  
・受診患者数の把握 

・学校サーベイランス等

の強化 

・情報の収集  
・受診患者数の把握 

・学校サーベイランス等

の強化 

・情報の収集  
・受診患者数の把握 

・学校サーベイランス等

の強化 

・情報の収集  
・受診患者数の把握 

・学校サーベイランス等

の再強化 

情報提供 

・共有 

・情報の提供 

・感染対策の普及 

・情報提供の整備体制の

構築 

・情報の提供 

・相談窓口の設置 

・情報の共有 

・情報の提供 

・相談窓口の体制充実 

・情報の共有 

・情報の提供 

・相談窓口体制の充実 

・情報の共有 

・情報の提供 

・情報提供の在り方の評

価、見直し 

・相談窓口体制の縮小 

・情報の共有 

 



 
 

 未発生期 県内未発生期 県内発生早期 県内感染期 小康期 

予防・ 

まん延防止 

・個人、地域、職場に 

おける感染対策の理 

解促進 

・感染予防策の徹底の 

強化と啓発 

・個人、地域における対

策強化 

・病院等における感染対

策 

・個人、地域における対

策強化 

・病院等における感染対

策 

・国等により見直しされ

た渡航者等への情報提

供・注意喚起を市民に

周知 

予防接種 

・接種体制の構築 ・特定接種の実施 

・住民接種の準備、開始 

・特定接種の実施 

・住民接種の準備、開始 

・特定接種の実施 

・住民接種の準備、開始 

・住民接種の実施 

医療 

・県が行う地域医療体 

制の整備に協力 

・県が行う地域医療体 

 制の整備に協力 

・県が行う地域医療体 

制の整備に協力 

・県が行う地域医療体 

制の整備に協力 

・在宅患者への支援 

・県が行う地域医療体 

制の整備に協力 

 

市民の生活 

及び経済 

の安定 

・要援護者の把握 

・火葬能力等の把握 

・物資、資材の備蓄等 

・遺体安置施設等の確保 

・生活相談窓口の設置 

・遺体安置施設等の確保 

・生活相談窓口の設置 

・消費者としての適切な

行動の呼びかけ 

・事業者に買占め及び売

惜しみが生じないよう

要請 

・遺体安置施設等の確保 

・生活相談窓口の設置 

・消費者としての適切な

行動の呼びかけ 

・事業者に買占め及び売

惜しみが生じないよう

要請 

・消費者としての適切な

行動の呼びかけ 

・事業者に買占め及び売

惜しみが生じないよう

要請 

 

 

 


